
内部公益通報対応フロー  

 

 

・是正措置等の実効性評価  

・内部通報者保護に係るフォロー

アップ  

 
是正措置等の実施  

 

調査  

内部通報者等  通報対象事実の発見  

市内部の通報窓口  

法務課（責任者・従事者）  

外部の通報窓口  

外部相談員の事務所（弁護士）  

相談  
通報  

 

総括者  
報告  報告  

受理に関する意見  

 
受理又は不受理の通知※ 1 

（受理の場合）  

外部相談員・責任者  

総括者  

調査結果又は調査を行わない理由※ 2 
（通報対象事実があると認め
られない場合）  

 
通報対象事実があると認めら

れない旨の通知  

措置者（所属長等）  

（通報対象事実があると認められ
る場合）通報対象事実の通知  

総括者  

措置内容の通知  

（守秘義務等に支障の

ない範囲で）  

措置の内容の通知   

・公表  

・内部通報者

等の保護  

市長  

（必要があると認めるとき）  
新たな措置その他改善の要求  

※１  不受理となる通報  

①通報主体以外の者からの通報  

 ②不正の目的であることが明らかな通報  

 ③通報対象事実でない又は通報内容が虚偽であることが明らかな通報  

 ④その他受理することが不適当と認められる通報  

 

※２  調査を行わない場合  

 ①過去に調査を実施したものであるとき  

 ②事実関係が明らかである等の理由により、調査の必要がないとき  


